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(1) 被災市町村災害対策本部との関係

①判定を実施する市町村災害対策本部
（判定実施本部）の指揮下に入る。

②判定実施本部のコーディネーターの
指示にしたがって判定作業をする。

判定手帳Ｐ.２５

4 . 判 定 活 動 に 関 す る 事 項



(2) 判 定 作 業

①判定士認定証及び腕章を必ず携帯
②２人１組で役割を決めて
③短時間に的確かつ能率よく
④外観目視が原則
⑤内観調査は実施本部の指示による
⑥内観調査は居住者のヒヤリングも可
⑦一見して危険は詳細調査省略
⑧判断根拠は調査表のコメント欄に

判定手帳Ｐ.２５

4 . 判 定 活 動 に 関 す る 事 項



判定手帳Ｐ.２６

4 . 判 定 活 動 に 関 す る 事 項

(3) 安 全 確 認

①無理な行動はしない。

②建物への接近が危険な場合は、
安全な場所で判定する。

③相互に連携をとりあう。



判定手帳Ｐ.２６

4 . 判 定 活 動 に 関 す る 事 項

(4) 居 住 者 等 と の 対 応

①住民に対して誠意を持って行動する。

③立ち入りは 居住者の了解を得て、
無用なトラブルは避ける。

④質問には専門家として適切な

回答をする。

(5) 居住者等との対応例判定手帳Ｐ.２７(参考)



（応急危険度判定基準）

（応急復旧技術指針）

（被災度区分判定基準）

（恒久復旧技術指針）

応急危険度判定

被災度区分判定

解体 継続使用

応急危険度判定と被災度区分判定の関係

地震発生！

応急復旧

恒久復旧

補修・補強の要否判定

応急的対応



応急危険度判定 被災度区分判定

余震等による建築物の倒壊
の危険性を判定し、二次災害
を防止することを目的とする。

損傷の状況を調査し、建築物
の適切かつ速やかな復旧に
資することを目的とする。

Ａ. 調査済

Ｂ. 要注意

Ｃ. 危険

Ⅰ. 軽微
Ⅱ. 小破
Ⅲ. 中破
Ⅳ. 大破
Ⅴ. 倒壊（破壊）

応急危険度判定と被災度区分判定の関係

（建物所有者が技術者に依頼して実施）（行政と技術者によるボランティア）

判定手帳Ｐ.５８

危険度ランク

（3段階）

被災度ランク

（5段階）

2 被災度区分判定の損傷状況ランク



５．応急危険度判定調査表記入ﾏﾆｭｱﾙ（全国基準）

判定手帳Ｐ.２９～

調査表（３種類） 記入ﾏﾆｭｱﾙ

①木造建築物

②鉄骨造建築物

③鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造
(鉄骨鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造)

建築物

(手帳P.99)

(手帳P.101)

(手帳P.103)

(手帳P.29～)

(手帳P.37～)

(手帳P.45～)



判定調査表のレイアウト
集計欄（電算入力を前提としている）

整理番号、調査日、調査者、
建築物概要等を記入する。

調査1
一見して危険と判定される

調査2
隣接建築物・周辺地盤等及
び構造躯体に関する危険度

調査3
落下危険物・転倒危険物に
関する危険度

総合判定及びコメント

（順番１）

（順番２）

（順番３）

（順番４）

木造 調査表(手帳P.99)



調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

調査3 落下危険物・転倒危険物に
関する危険度

総合判定

危険（赤） 要注意（黄） 調査済（緑）

判 定 の 流 れ

YES

NO
調査1 一見して危険か

整理番号・建物概要等の記入



調 査 範 囲

調査の基本は 外観目視！

外観調査の結果、
全てＡランク 内観調査が望ましい

しかし、内観調査をおこなうこともある

（※ 判定実施本部の指示に従うこと）

判定手帳Ｐ.３２

外観調査の結果、
Ｂ、Ｃランク有り

内観調査の必要なし



木造：外壁モルタルの剥落および落下

調査2  5 壁の被害

調査表(手帳P.99) 調査3  3 外装材 湿式の場合 どちらも
調査する

外装材 湿式



外装材 乾式

調査表(手帳P.101) 調査3  4 外装材 乾式の場合

鉄骨造：ALC板の目地破損およびはらみ出し、Ｃランク



調査表(手帳P.101) 調査3  4 外装材 乾式の場合

鉄骨造：ﾒﾀﾙｶｰﾃﾝｳｫｰﾙの目地ずれ、Ｃランク

外装材 乾式
顕著な目地ずれ



危険度の
判定

1.調査済み

全部Ａランク
の場合
（要内観調査）

2.要注意

Ｂランクが

１以上ある
場合

3.危険

Ｃランクが

１以上ある
場合

調査3 落下危険物・転倒危険物に関する
危険度

調査表(手帳P.99、101、103)

判定調査表の共通判定項目



隣接建築物の倒壊による危険性あり、Ｃランク

６階建てビル

２階建て
木造建物

判定手帳Ｐ.３３ 1 隣接建築物･周辺地盤の破壊による危険



周辺地盤の破壊による危険性あり、Ｃランク

手前に傾いた
擁壁

判定手帳Ｐ.３３ 1 隣接建築物･周辺地盤の破壊による危険



判定手帳Ｐ.５８～５９ ｱ 基礎の損傷状況ランク

[被災度区分]

ランクⅤ（破壊）
[応急危険度判定]

Ｃランク

全体的に基礎と土台が遊離し、
上部構造を支えられない



判定手帳Ｐ.５８～５９ ｱ 基礎の損傷状況ランク

[被災度区分]

ランクⅤ（破壊）
[応急危険度判定]

Ｃランク

基礎が横ずれ・沈下し、破壊している



判定手帳Ｐ.５８～５９ ｱ 基礎の損傷状況ランク

[被災度区分]

ランクⅢ（中破）

基礎のひび割れ

[応急危険度判定]

Ｂランク

基礎のひび割れ



傾 斜 測 定 法 （例）

判定手帳Ｐ.５５ ｲ 建築物の１階の傾斜

h=1.2m
（下げ振り

糸長さ）

W
（水平変位）

下げ振り
（垂球）

建物（柱等）

糸の1.2mの部分に
赤色の目印

W－50mm
＝ b 1.2m当たりの水平変位

（糸の根元距離）

50mm
（※ 表の b 欄を見る）

ランク Ａ Ｂ Ｃ

傾斜（部材角）
1/60以

下
1/60～1/20 1/20超

b 1.2m当たり
の水平変位

20mm
以下

20mm超～
60mm以下

60mm超



判定手帳Ｐ.５６ ｳ 内外装仕上げの損傷

判定手帳Ｐ.６８→Ｐ.５８ ｶ 仕上材の損傷状況ランク

１階外壁のサッシ周りのひび割れ
（Ｂランク）



２階外壁のひび割れ
（余震による落下の危険有り、Ｃランク）

判定手帳Ｐ.５６ ｳ 内外装仕上げの損傷

判定手帳Ｐ.５７ ｴ 落下物の危険性



木 造 の 調 査

危険度の
判定

1.調査済み

全部Ａランク
の場合
（要内観調査）

2.要注意

Ｂランクが

１以上ある
場合

3.危険

Ｃランクが

１以上ある
場合

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

調査表(手帳P.99)



１．調査済
（緑）

２．要注意
（黄）

３．危険
（赤）

判定調査表の共通判定項目

・調査１で危険と判定された場合は、総合判定も「危険
（赤）」と判定する。

・それ以外は、調査２と調査３の大きい方の危険度で
判定する。

総合判定



判 定 標 識 の 記 入・貼 付

災害対策本部の名称及び
電話番号

判定日時

整理番号

注記

建築物名称

記入後

建物の目立つ所に
貼ります。



判 定 標 識 の 記 入・貼 付

注記欄のコメント記入例

（記入例）

・外観調査のみ実施

・窓ガラス、外壁にひび割れが

あるため、注意が必要です。

・構造躯体の１階の柱が損傷を

受けており、注意が必要です。

・自動販売機が転倒する

危険性があります。



落 下 物 注 意 シ ー ル の 貼 付



居 住 者 等 へ の 説 明

被災者の不安を解消することも大切です。



調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

Ａランク Ｂランク Ｃランク

①隣接建築物
・周辺地盤の
破壊による

危険

1.危険なし 2.不明確 3.危険あり

②不同沈下に
よる建築物
全体の傾斜

1. 1/300
以下

2. 1/300～
1/100

3. 1/100超

鉄 骨 造 の 調 査

判定手帳Ｐ.７０調査表(手帳P.101)



h=1.2m
（下げ振り

糸長さ）

W
（水平変位）

下げ振り
（垂球）

糸の1.2mの部分に
赤色の目印

W－50mm
＝ b 1.2m当たりの水平変位

（糸の根元距離）

50mm

傾 斜 測 定 法 （例）

判定手帳Ｐ.７０

建物（柱等）

（※ 表の b 欄を見る）

ｱ 建築物の不同沈下勾配

ランク Ａ Ｂ Ｃ

傾斜
（部材角）

1/300
以下

1/300～
1/100 1/100

b 1.2m当たり
の水平変位

4mm
以下

4mm超～
12mm以下

12mm超



調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

傾斜を生じた
階の上の階
数が１階以下
の場合

1. 1/100
以下

2. 1/100～
1/30

3. 1/30超

③建築物全体
又は

一部の傾斜 Ａランク Ｂランク Ｃランク

傾斜を生じた
階の上の階
数が２階以上
の場合

1. 1/200
以下

2. 1/200～
1/50

3. 1/50超

鉄 骨 造 の 調 査

判定手帳Ｐ.７１調査表(手帳P.101)



ｲ 建築物全体(建築物の傾斜)

上の階が２以上

Ｐ．７２の下の表

上の階が１以下

Ｐ．７２の上の表

鉄 骨 造

判定手帳Ｐ.７１



１階が
大きく傾斜

判定手帳Ｐ.７２

鉄骨造、２階建て



判定手帳Ｐ.７２

１階の階高は
３ｍ程度

１・２階が
大きく傾斜

鉄骨造、３階建て



調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

④部材の
座屈の有無

1.無し 2.局部座屈
あり

3.全体座屈
あるいは

著しい
局部座屈

Ａランク Ｂランク Ｃランク

⑤筋違の
破断率

1. 20％
以下

2. 20％～
50%

3. 50%超

⑥柱梁接合部
及び

継手の破壊

1. 無し 2. 一部破断
あるいは亀裂

3.20％以上
の破断

鉄 骨 造 の 調 査

（※④～⑧の各調査は、被害が最も大きい階で行う）

調査表(手帳P.101)



判定手帳Ｐ.７３ ｳ 部材の座屈の有無

調査表(手帳P.101) 調査2 ④部材の座屈の有無

柱－梁接合部
・柱が局部座屈をおこしている。
・ボルトが外れている。



判定手帳Ｐ.７３ ｴ 筋かいの破断率

調査表(手帳P.101) 調査2 ⑤筋違の破断率

Ｈ型鋼筋かいの破断



判定手帳Ｐ.７３ ｴ 筋かいの破断率

調査表(手帳P.101) 調査2 ⑤筋違の破断率

筋かいの座屈は、
「④部材の座屈の有無」ではなく、
「⑤筋違の破断率」で判定する。



判定手帳Ｐ.７４ ｵ 柱-梁接合部および継手の破損

調査表(手帳P.101) 調査2 ⑥柱梁接合部及び継手の破壊

柱－梁接合部の損傷



判定手帳Ｐ.７４ ｵ 柱-梁接合部および継手の破損

調査表(手帳P.101)

柱－梁接合部の損傷

調査2 ⑥柱梁接合部及び継手の破壊



⑦柱脚の
破損

1.無し 2.部分的 3.著しい

Ａランク Ｂランク Ｃランク

⑧腐食の
有無

1.ほとんど
無し

2．各所に
著しい錆

3.孔所が

各所に見ら
れる

鉄 骨 造 の 調 査

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

（※④～⑧の各調査は、被害が最も大きい階で行う）

調査表(手帳P.101) 判定手帳Ｐ.７４、７５



鉄 骨 造 の 調 査

危険度の
判定

1.調査済み

全部Ａランク
の場合
（要内観調査）

2.要注意

Ｂランクが
３以内の
場合

3.危険

Ｃランクが

１以上又は
Ｂランクが
４以上

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

調査表(手帳P.101)



調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造の調査

①損傷度Ⅲ
以上の損傷
部材の有無

1．無し 2．あり

判定（１） Ａランク Ｂランク Ｃランク

調査表(手帳P.103) 判定手帳Ｐ.７６～７７

（※①の調査は、被害が最も大きい階で行う。）

（※ラーメン構造では、最も被害の著しい方向の
柱の被害に着目して判定）



判定手帳Ｐ.７６～７７

調査表(手帳P.103) 調査2 ①損傷度Ⅲ以上の部材の有無

曲げひび割れ

損傷度Ⅲ損傷度Ⅱ

せん断ひび割れ



判定手帳Ｐ.７６～７７

調査表(手帳P.103) 調査2 ①損傷度Ⅲ以上の部材の有無

かぶりが剥離、
鉄筋が露出している

鉄筋が露出し
柱が座屈している

損傷度Ⅳ 損傷度Ⅴ



鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造の調査

判定（２） Ａランク Ｂランク Ｃランク

②隣接建築物･
周辺地盤の破壊
による危険

1．危険無し 2．不明確 3．危険あり

④不同沈下によ
る建築物全体の
傾斜

1．1/60
以下

2．1/60～
1/30

3．1/30超

③地盤破壊によ
る建築物全体の
沈下

1．0.2m
以下

2．0.2m～

1.0m

3．1.0m超

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

調査表(手帳P.103)



鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造の調査

判定（２） Ａランク Ｂランク Ｃランク

1. 1%以下 2. 1%～10% 3. 10％超

1. 10%以下
2. 10%       

～20％
3. 20％超

⑤損傷度Ⅴの
柱本数／
調査柱本数

損傷度Ⅴの柱本数 本 調査柱 本（調査率 ％）

⑥損傷度Ⅳの
柱本数／
調査柱本数

損傷度Ⅳの柱本数 本 調査柱 本（調査率 ％）

調査表(手帳P.103)

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度

（※⑤,⑥の調査は、被害が最も大きい階で行う。）



危険度の
判定

1.調査済み
（要内観調査）

2.要注意 3.危険

鉄筋及び鉄骨鉄筋コンクリート造の調査

判定（２）
1.調査済み

全部Ａラン
クの場合

2.要注意
Ｂランクが
１の場合

3.危険
Ｃランクが
１以上又は
Ｂランクが

２以上

※判定（１）と判定（２）のうち大きな方が調査2の判定

調査表(手帳P.103)

調査2 隣接建築物・周辺地盤等及び
構造躯体に関する危険度



枠組壁構法（ﾂｰﾊﾞｲﾌｫｰ）や、木造ﾌﾟﾚﾌｧﾌﾞ構法等は、
木造の判定調査表を用いて、構法上の相違を勘案
して判定を行う。

特殊構法の判定

大規模建築物等の判定

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造の高層建築物（10階以上または31m以上
のもの）や、鉄骨造の高層建築物（45mを超えるもの)、
大ｽﾊﾟﾝ構造、吊り構造等の建築物については、構造上の
特性を考慮のうえ、それぞれ構造種別ごとに判定を行う。

併用構造の判定

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造＋木造等の併用構造は、全体の被害状況を
考慮の上、各判定基準に準拠して判定を行う。



大地震発生後の余震等による

人的二次災害を防止するため、

被災建築物を応急的に判定し、

居住者等に情報を提供すること。

応 急 危 険 度 判 定 と は

皆様のご協力をお願いします。



令和２年度

神奈川県震災建築物
応急危険度判定講習会

神奈川県建築物震後対策推進協議会


